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６
月
１
日
に
中
里
中
学
校
で
避
難

訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
技
術
室
か

ら
出
火
と
い
う
想
定
で
、
生
徒
た
ち

は
先
生
方
の
指
示
に
従
い
各
教
室
か

ら
避
難
場
所
の
屋
外
多
目
的
ホ
ー
ル

前
へ
迅
速
に
避
難
し
て
い
ま
し
た
。

消
火
訓
練
で
は
、
消
防
職
員
か
ら

消
火
器
の
性
能
や
使
用
方
法
に
つ
い

て
説
明
が
あ
っ
た
後
、
生
徒
代
表
３

名
と
職
員
代
表
１
名
に
実
際
に
消
火

器
を
使
っ
て
消
火
訓
練
を
行
っ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
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６
月
５
日
、
７
日
、
８
日
に
中
泊

町
役
場
の
職
員
が
中
里
消
防
署
内
で

普
通
救
命
講
習
Ⅱ
を
受
講
し
ま
し
た
。

ま
た
、
６
月
14
日
に
は(

株)

ア
ク

ト
プ
ラ
ン
の
職
員
も
受
講
し
ま
し
た
。

受
講
者
は
Ａ
Ｅ
Ｄ(

自
動
体
外
式

除
細
動
器)

を
使
用
し
た
心
肺
蘇
生

法
を
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
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７
月
に
は
い
る
と
、
レ
ジ
ャ
ー
に

出
か
け
る
機
会
が
増
え
ま
す
。
そ
の

た
め
、
こ
の
時
期
の
水
難
事
故
も
急

激
に
増
え
ま
す
。
十
分
に
気
を
つ
け

て
楽
し
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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気
が
つ
く
と
浜
や
岸
か
ら
遠
く
離

さ
れ
る｢

離
岸
流｣

に
注
意
し
ま
し
ょ

う
。
遊
泳
エ
リ
ア
を
守
り
、
疲
れ
て

い
る
時
や
睡
眠
不
足
な
ど
の
時
は
無

理
を
し
て
泳
が
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
飲
酒
中
、
飲
酒
後
の
海
水
浴
は
、

絶
対
に
さ
け
ま
し
ょ
う
。
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釣
り
場
は
足
元
が
ぬ
れ
て
い
て
滑

り
や
す
い
こ
と
や
、
時
と
し
て
大
波

が
押
し
寄
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
海
へ

の
転
落
事
故
が
起
こ
り
や
す
く
な
り

ま
す
。
万
が
一
の
事
故
に
備
え
て
ラ

イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
必
ず
着
用
し
、

服
装
は
赤
や
黄
色
な
ど
目
立
つ
色
の

服
装
に
し
ま
し
ょ
う
。
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ま
ず
大
事
な
の
は
、
混
乱
や
パ
ニ
ッ

ク
に
な
ら
ず
体
を
安
定
さ
せ
な
が
ら

浮
く
こ
と
で
す
。
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
を
身
に
つ
け
て
い
な
か
っ
た
と
き

は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ

ク
ス
な
ど
が
浮
き
の
代
わ
り
に
な
り

ま
す
。

周
囲
の
人
が
転
落
し
た
と
き
は
、

ま
ず
、
浮
き
に
な
る
も
の
と
身
体
を

固
定
す
る
ロ
ー
プ
な
ど
を
投
げ
こ
ん

で
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
救
助
を
求

て
く
だ
さ
い
。
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磯
釣
り
・
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
・

遊
漁
船
か
ら
の
海
中
転
落
事
故
の
生

存
率
は
約
60
％
で
す
が
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
着
用
時
の
生
存
率
は
90
％
を

超
え
ま
す
。
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防
水
パ
ッ
ク
に
入
れ
た
携
帯
電
話

や
ホ
イ
ッ
ス
ル
な
ど
は
周
囲
に
存
在

を
知
ら
せ
る
た
め
の
有
効
な
手
段
と

な
り
ま
す
。
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当校では､ 成人を対象に ｢パソコン初心者｣ 向け
の公開講座を次の日程で開催します｡ ふるってご参
加下さい｡
�� � 20名
�� � 中里高等学校情報処理室
�� � 無料

��	�����

７月20日 (木) 17：00までに電話かＦＡＸでお申
し込み下さい｡ 定員になり次第締め切らさせていた
だきます｡ また､ 電話による受付は午前９時から午
後３時までとさせていただきます｡
����

中里高等学校 電 話 58－3149
ＦＡＸ 58－3250

日 時 講 習 内 容

７月25日(火)
17:30～20:30

｢広がる世界｣インターネットを体験しよう
(パソコンを使ったインターネット検索)

７月26日(水)
17:30～20:30

｢ハイチーズ｣ デジカメで遊ぼう
(デジカメの使い方と簡単な画像処理)

８月１日(火)
17:30～20:30

｢ホームページ作成なんか怖くない｣
誰でも簡単webページ(ホームページ作成基礎)

８月２日(水)
17:30～20:30

｢暑中お見舞い申し上げます｣
ワードで作る暑中お見舞い (葉書づくり)

８月３日(木)
17:30～20:30

｢パソコンは計算機｣とっても便利な表計算
(Excelの基礎講座)

 !"#�$%�&'(

①足場の組立て等作業主任者技能講習会
７月19日～20日
②型枠支保工の組み立て等作業主任者技能講習会
７月26日～27日
����

北五建設会館 電話 35－2438

)*+,,-	
./01

放送大学では､ 平成18年度第２学期 (10月入学)

｢教養学部生｣､ ｢大学院修士科目生｣ 及び ｢大学院

修士選科生｣ の学生を募集します｡

また､ 修士課程を修了して学位 ｢修士 (学術)｣

の資格取得を目指す､ 平成19年度 ｢大学院修士全科

生｣ の学生を年１回募集します｡

234�5678

○教養学部・大学院修士科目生・大学院修士選科

生：６月15日 (木) ～８月15日 (火)

○大学院修士全科生：８月25日 (金) ～９月14日

(木)

※募集要項は６月15日から無料で配布します｡

○放送大学青森学習センター

〒036－8560 弘前市文京町１

(弘前大学創立50周年記念会館内)

電話 0172－38－0500

○八戸サテライトスペース

〒039－1102 八戸市一番町１－９－22

(八戸地域地場産業振興センター

[ユートリー内])

電話 0178－70－1663

○放送大学ホームページ

http://www.u-air.ac.jp/hp

※ホームページからも資料請求・出願ができます｡
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典子44歳いま､ 伝えたい
白井のり子 (光文社)

きょうの猫村さん２ ほしよりこ
(マガジンハウス)

銃とチョコレート 乙 一 (講談社)
花よりもなほ 是枝 裕和 (角川書店)
天皇の刺客 高橋 直樹 (文藝春秋)
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������ つり上げ荷重１トン以上の玉掛業務
���	
� ８月16日から18日まで (３日間)

午前９時から午後５時まで
���	� � � (社)西北労働基準協会２階

大ホール
五所川原市大字唐笠柳字

藤巻495－３
� � 斎勝建設 (株) 構 内

五所川原市大字太刀打字
早蕨98－４

������ 満18歳以上の者(女性の方歓迎します｡)
���������

１�クレーン､ 移動式クレーン等運転
士免許を受けた者､ 又は床上操作
式クレーン運転､ 小型移動式クレー
ン運転技能講習を修了した者

２�１トン以上の玉掛の補助作業に６
ヶ月以上従事した経験を有する者

３�１トン未満の玉掛作業に６ヶ月以
上従事した経験を有する者

��� � � ①22,000円 (テキスト代を含む)
→免除なしの者

②19,000円 (テキスト代を含む)
→受講一部免除者

������ ８月８日か定員80人に達し次第締め
切ります｡

 �! " # 五所川原市大字唐笠柳字藤巻495－３
(社) 西北労働基準協会

�0173 (35) 6336
$%&'()*+,-./0123456789):

������ 最大荷重１トン以上のフォークリフ
ト運転業務

���	
� ８月28日から９月１日まで (５日間)
午前９時から午後６時まで
(但し､ 大型特殊免許所有者は､ ２
日間の受講です)

���	� � � (社)西北労働基準協会２階
大ホール
五所川原市大字唐笠柳字

藤巻495－３
� � (株)五所川原中央青果

構 内
������ 大型特殊､ 大型・普通自動車免許の

所有者 (女性の方歓迎します｡)
��� � � ①大型・普通自動車免許の所有者

31,470円 (テキスト代を含む)
②大型特殊自動車 (カタピラ限定付
きを除く) 免許の所有者
13,470円 (テキスト代を含む)

������ ８月21日か定員60名に達し次第締め
切ります｡

��! " # 五所川原市大字唐笠柳字藤巻495－３
青森労働局長登録教習機関
(社) 西北労働基準協会

�0173 (35) 6336
$%&'()*+,-./0123456789):

中泊町では､ 青森県信用保証協会と､ 中小企業者
の事業資金にかかる借入を円滑にするため､ 特別保証
制度と売掛債権担保融資保証制度を実施しています｡
地元中小企業者のご利用しやすい制度として､ き
め細やかな対応をしていくことになっていますので､
大いにご利用ください｡

;<=>?@

☆保証料率について
無担保保険､ 普通保険を利用の場合は中小企業リ
スク情報データベースに基づき (段階８) 0.47％～
2.09％) の料率を適用します｡ 但し､ 直近決算の貸
借対照表が無い場合は1.28％となります｡ (最大0.25
％の割引適用有り)
特別小口保険､ 経営安定関連特例保険利用の場合
は､ 一律に年率0.85％を適用します｡
◎くわしくは青森県信用保証協会五所川原支所 (�
0713－35－4121)､ または水産商工観光課 (�57－
2111) へお問い合わせ下さい｡

項 目 中○ 簡易小口資金 活○ 事業活性化資金
保証金額 1,000万円 2,000万円

期 間

運転 ７年以内
(据置６ヶ月以内)
設備 ７年以内
(据置１年以内)

運転 10年以内
(据置６ヶ月以内)
設備 10年以内
(据置１年以内)

貸付利率 3.4％以内 3.6％以内

そ の 他 保険料は期間４年以内に
ついては町が全額負担

保険料は期間４年以内に
ついては町が全額負担

１. 講習対象 つり上げ荷重１トン以上５トン未満
の小型移動式クレーン運転業務

２. 開催日時 ８月23日から25日まで (３日間)
午前９時から午後５時まで

３. 開催場所 学 科 (社)西北労働基準協会２階
大ホール
五所川原市大字唐笠柳字

藤巻495－３
実 技 斎勝建設 (株) 構 内

五所川原市大字太刀打字
早蕨98－４

４. 受講資格 満18歳以上の者(女性の方歓迎します｡)
５. 受講料 27,700円 (テキスト代を含む)
６. 締め切り ８月17日か定員80名に達し次第締め

切ります｡
７. 申込先 五所川原市大字唐笠柳字藤巻495－３

(社) 西北労働基準協会
�0173 (35) 6336

$%&'()*+,-./0123456789):
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青森県人事委員会及び青森県警察本部では､ 警察
官Ｂ及び警察事務 (初級) の採用試験を行います｡
試験日程､ 採用予定人員､ 受験資格等は次のとおり
です｡
◇受付期間 平成18年８月７日(月)～９月１日(金)
◇１次試験 平成18年９月24日 (日)
◇試験場所 青森市､ 弘前市､ 八戸市

なお､ 警察官Ｂ (男性) のみ警視庁､ 埼玉県､ 千
葉県､ 神奈川県及び静岡県の警察官を志望する人も
同時に受験することができます｡ (受験資格は志望
する都県によって異なるので､ それぞれの都県に問
い合わせてください｡)

問合せ先 青森県警察本部警務課

�017-723-4211 (内線2662～2665)
五所川原警察署総務課

�電話35－2141 (内線210・211)

試験種別 採用予定人員 受 験 資 格

警察官Ｂ
(男性)

未定
昭和52年４月２日から平成元

年４月１日までに生まれた者
(学校教育法による大学を卒業
した者又は平成19年３月31日ま
でに大学を卒業する見込みの者
を除く｡)

警察官Ｂ
(女性)

未定

警察事務
(初級)

未定
昭和60年４月２日から平成元

年４月１日までに生まれた者

����������� !"

次のとおり平成１８年度自衛官を募集いたします｡
◇一般曹候補学生
・受験資格 平成19年４月１日現在､ 18歳以上

24歳未満の男女
・試験期日 １次：９月16日 (土) 午後
◇曹候補士
・受験資格 平成19年４月１日現在､ 18歳以上

27歳未満の男女
・試験期日 １次：９月16日 (土) 午前
◇航空学生
・受験資格 平成19年４月１日現在､ 高卒者 (見

込みを含む) 18歳以上21歳未満の男
女

・試験期日 １次：９月23日 (土)
◇２等陸・海・空士
年間を通じて行っております｡
◇受付期間 平成18年８月１日から９月８日まで

(締切日必着)
問合せ先 五所川原募集事務所

�35－2305

#$%&'()*+� !"

県では､ 差押財産の公売を､ インターネットオー
クションで売却するインターネット公売システムを
利用して実施しております｡
今年度のこれからの動産・自動車・不動産の公売
は､ 平成18年８月､ 10月､ 12月､ 平成19年２月に実
施いたします｡
詳しくは､ 県庁税務課または各地域県民局県税部・
各県税事務所へお問い合わせいただくか､ 県税・市
町村税インフォメーション (http://pref.aomori.
lg.jp/zeimu/) をご覧下さい｡
問合せ先 五所川原県税事務所 納税課

�34－2111 内線209～211

,-�./01��2
3$45&%67�89:;9<=

青森地方法務局五所川原支局では､ 平成18年６月

26日 (月) から､ 会社や法人・組合の登記事務がコ

ンピュータ化され､ 登記簿 (登記記録) の構成が順

次切り替わり､ 登記申請手続きや発行される各種証

明書等の様式が変更になります｡

コンピュータ化されるのは､ 五所川原市､ つがる

市､ 鶴田町､ 板柳町､ 中泊町､ 鰺ヶ沢町､ 深浦町に

本店・支店､ あるいは主たる事務所・従たる事務所

を登記している会社・法人等です｡

なお､ 詳細については､ 下記まで問い合わせ願い

ます｡

また､ ６月26日以降､ 登記事項証明書・登記事項

要約書等の請求及び登記申請される場合は､ 窓口で

の待ち時間短縮につながりますので､ 各申請書への

｢会社法人等番号｣ の記載に御協力お願いします｡

青森地方法務局五所川原支局

�34－2330
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◇
慰
問

・｢

中
里
小
学
校｣

校
長

大
崎
啓
子

運
動
会
に
ち
な
ん
で
、
５
・
６
年
児
童
が
来

園
。
獅
子
舞
、
な
に
も
さ
さ
踊
り
を
披
露
し
て

く
れ
ま
し
た
。

・｢

中
村
森
栄
氏｣

(

青
森
市)

軍
歌
・
童
謡
等
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
演
奏
を
一
時

間
に
わ
た
り
披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
。

・｢

奈
良
兼
雄
氏｣

(

五
所
川
原
市)

手
品
を
一
時
間
に
わ
た
り
披
露
さ
れ
、
入
所

者
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

◇
寄
贈

・
中
泊
老
連
中
里
支
部
女
性
部

雑
巾

・
竹
内
恭
一(

中
泊
町)

花
の
苗

・
太
子
食
品
工
業
㈱

コ
ン
ニ
ャ
ク
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国民年金等の公的年金を受けている方には､ 毎年

１回誕生月に年金を引き続き受けるための権利があ

るかどうかを確認するため､ 現況届を提出していた

だいています｡

はがき形式の用紙が､ 毎年誕生月の初旬までに送

られますので､ 住所・氏名などの必要事項を記入し

て誕生月の末日までに社会保険業務センターへ提出

してください｡

また､ 障害年金を受けている方で障害の程度を確

かめる必要がある場合には診断書の用紙も送られま

すので､ 診断書を医師に記入してもらい提出してく

ださい｡

なお､ 年金を受け始めてから１年以内の誕生月や

年金の全額が支給停止となっているときには､ 現況

届を提出する必要がないので用紙は送られません｡

現況届の提出が遅れると､ 年金の支払いが一時止

まることもあるのでご注意ください｡ 支払いが止まっ

た分の年金は､ 現況届の提出が確認されると支払い

を受けることができます｡

もし誕生月の中頃になっても現況届の用紙が届か

ないときや用紙をなくしてしまったときは､ 町民課

国民年金担当窓口またはお近くの社会保険事務所ま

でお問い合わせください｡

� � � � � 	 
 � �  �

����������������� 
!"#$��%&�'

免除や納付猶予を受けるには､ 毎年申請をするこ

とが必要です｡ しかし､ 平成18年７月から､ 全額免

除または若年者納付猶予が承認された方は､ 翌年度

以降も引き続き同じ申請を行うという意思表示があ

れば､ 毎年度の申請書の提出を省略できるようにな

ります (※失業や被災を理由に承認された場合は除

く)｡ ただし､ 毎年､ 社会保険事務所が免除基準に

該当するか要件審査を行い､ 審査結果を通知いたし

ます｡ 審査の結果､ 承認されなかった方で半額免除

等の承認を受ける場合には改めて申請が必要です｡

なお､ すでにこの継続申請をされた方は､ 平成18

年度の申請手続きは必要ありません｡

詳しくは町民課国民年金担当窓口またはお近くの

社会保険事務所までお問い合わせください｡
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主
に
中
泊
町
に
居
住
す
る
写
真
愛
好
者
で
組

織
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
個
性
あ
ふ
れ
る
作
品

を
展
示
し
ま
す
。
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中
泊
町
教
育
委
員
会

�
�

フ
ォ
ト
グ
ル
ー
プ
葦
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平
成
18
年
８
月
11
日(

金)

〜
８
月
20
日(

日)
�

�
中
泊
町
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー｢

パ
ル
ナ

ス｣
ロ
ビ
ー




